
第２回 東北みずの会会員相互研修会 報告書 

 

 

○ 日時 ： １月１６日（土） １２：００～１４：３０ 

○ 場所 ： 東北工業大学一番町ロビー  仙台市青葉区一番町１−３−１（ＴＭビル）４F   

○ 参加者 ： ３７人 

 

 

研修会 

 

開会のあいさつ  石橋良信会長 

 

テーマ ： 「東北水道フォーラムの提案を受けて」（民間の視点・民間の提案） 

講 演 （話題提供）  

 

「法のなかで遊ぶ？ 分水は？」             大久保勉さん 

  

「話題提供」                      伊藤克美さん 

 

「第一環境のできること～水道サービスを持続するために～」根岸弘行さん 

 

企画・進行   草野聡也 

 

 

 

 

テーマと提供された話題に対するおもな意見 

 

橋本潔さん   公営企業管理者をしていた時に、仙南仙塩広域水道に加入している近隣の市

町から未加入の丸森町の大張地区に分水ができるかどうか相談がありその時はできると思った

が、大久保さんの説明を聞いてなかなか難しいと思った。第三者委託もいいと思ったが、これ

も大変だと企業局から聞いている。仙台市は近隣に分水していると聞いているが、そのへんを

話してほしい。 

 

伊藤克美さん.pdf

根岸弘行さん.pdf

大久保勉さん.pdf

草野（進行用）.pdf



安藤健一さん  仙台市は 10年前の厚労省の検査で、分水に問題があることを指摘された。

一方で厚労省が仙台市の水道を認可したときに、釜房ダムの水利権２０万トンに近隣市町分の

３万トンが含まれていた経緯もある。分水は相手先の議会や歴史に関わる複雑な問題があり、

現在も未解決。最後は用水供給事業者が企業団方式を作り、市町村をまとめれば解消できる。

分水は過渡期の現象だが、厚労省からも分水解消に向けた指導があると良いと思う。 

 

岡崎弘さん  受水する水道事業者がきちんと水利権を取りなさいということ。 

 

阿部日出夫さん   以前、石巻地方広域水道企業団にいたが、平成１７年の大合併で石巻市

になった６町のうちの２町が、合併にならない他の２町に分水をしていた。しかし給水条例や

給水区域図は一切ないことが合併後にわかった。全国にはけっこうあるらしいが無認可でやっ

ていたので、県と協議して企業団の給水区域に入れることにした。日水コンの清野さんなどの

お世話になって軽微な変更で処理することになったが、手続きは通常の認可手続きと変わらず

煩雑だった。 

議会では、いまごろどうして合併しない２町を水道企業団でやるのかとか、料金はどうする

のかと言われた。水道料金は供給者する町の料金を徴収していた。 

最後は企業団と新たに給水区域となる町の同意書を取り交わし、企業団の給水条例に組み込

んだ。水利権の変更は企業団が国交省河川事務所からつよく説明を求められたが、最終的には

認めてもらった。 

企業団は旧鳴瀬町と旧矢本町に全量分水していたが、それは岩崎さんが詳しいので説明をお

願いする。 

 

岩崎訓男さん  矢本町には航空自衛隊がある。当初、石巻市からの分水は自衛隊と隊員の住

居地区だけだったが、矢本町の水源は赤水なので、やがて町の中心部にも自衛隊経由で供給を

受け、徐々に給水区域が拡大された。鳴瀬町には２つの河川があるが、水源が河口に近く水質

に問題があったため、石巻市に供給を依頼した。その後、昭和５５年に国から広域化の指導が

あり、石巻地方広域水道企業団ができた。 

 

森田和さん  地方は人口が減少し働く人口も減少し居住区域の分散化もあるなかで、電気や

ガスなどのミックス検針がもっと進んでよいと思うが、業務専念義務が大きな壁になると思

う。 

 

根岸弘行さん  電気やガスを合わせて検針するのは良いと思うが、検針日や検針間隔が違う

などの障害もある。しかしこれはどこかがやろうと思えば解決できる問題で、市営ガスと水道

検針をいっしょにやっている事業体もある。 

 



杉山達範さん  自分の経験からも、第一環境さんの老人世帯の見守りサービスは有効だと思

う。また官民連携だが、我われ水道事業体も水道水をつくり供給し収益を上げるほとんど民間

だと考えている。収益を上げて翌年につなげないと住民サービスを基本とした事業展開ができ

ない。官民の境を除いてビジネスパートナーとして、３条予算の部分でいかに双方が収益をあ

げるビジネス提携（委託時の利益の制限と住民合意の義務化、ハード施設の効率化に向けた負

担等）ができるのかに尽きる。そこまで踏み込んだ話し合いがしたいと考えている。 

 

千葉恭人さん  民間が料金徴収やさらに給水停止となれば住民とのトラブルがあると思う

が、どう対応したか教えてほしい。またサービスのシェアでは事業体ごとに料金が異なるが、

社内の事務処理でトラブルを発生させないためにどんなリスク管理をいているか、また問題は

なかったのか、あればどんな問題か起きたかを話してほしい。 

 

根岸弘行さん  ２０年前は民間が給水停止をするとは何事か！と考える事業体が多かった。

そのころは事業体職員が２人１組で給水停止に行った。その後、職員１人民間１人になり、今

は民間１人で行っている。給水停止にトラブルは付きものだが、供給停止は水道法に基づいて

おり委託契約の業務の一環として淡々と実施している。大きなトラブルにはなっていない。 

 

千葉恭人さん  給水停止の執行に社内的なルールはあるのか。また、シェアードサービスを

行ううえで複数の事業体の料金徴収などに社内的な混乱、ミスはないのか。 

 

根岸弘行さん  事業体のルールに従って督促状を送り、給水停止のお知らせを送り、その後

に給水停止を執行する。この過程でのトラブルはない。 

またシェアードサービスは複数の水道事業体で作業や人員、機材のシェアをおこない、水道

料金を統一しなくてもコストメリットがでるサービス。水道事業体の料金の違いによるミスは

今のところない。 

 

橋本潔さん   伊藤さんに質問。東北で包括委託はやってないのか。またそこには４条予算

の建設部分は入っているのか。説明にあった荒尾市ではすごい包括委託をやっているが、民間

から現地に派遣した職員数は何人ぐらいか。 

 

伊藤克美さん  東北では会津若松市でやっていて建設部分も含まれる DBOにて実施してい

る。Oのオペレーター部分は第三者委託にておこなっている。派遣職員は少ない。 

 

橋本潔さん   熊谷さんの提言に「利用者との対話の部分を民間に明け渡してしまった。」

とあるが、伊藤さんはこれをどのように考えているか。 

 



伊藤克美さん  我われは１社で包括委託をおこなうわけではなく、SPC（特定目的会社）を

立ち上げて地元の企業や管工事組合、専門の業者といっしょのチームで業務を行っている。地

元企業は重要である。これらの地元に根差した企業を通して住民の意見を聞き、これを事業体

（SPC）に吸い上げ解決していくことが我々の使命のひとつであり、これによって業務が円滑

に進むと考えている。 

 

橋本潔さん   地元の企業を活用してうまく回してほしい。税金やノウハウがすべて中央に

持っていかれるような仕組みを作られると、都道府県がいざやるときにできなくなってしま

う。そのへんを考えてうまくやってほしい。 

 

砂金崇さん   分水ではダムの負担金をどうするか。分水の際の水利権は水道だけでなく農

業用水も関係しており市町村は苦労していると感じている。また伊藤さんの会社のやっている

ことは民間委託ではなく民営化だと思う。しかし民営化や民間委託というと住民に「（水道事

業体が）民間に任せた結果、民間にいいようにやられている。」という印象を持たれないか。

住民の視線も意識しながら民営化や民間委託にソフトランディングする必要があると思う。 

 

岡崎弘さん   事業の発足以来、水道は公営化、電気は民営化の道を歩んできたが、個人的

にはこの２つはずっと比較対象だった。そしていま水道と電力は近づいてきていると感じてい

る。水道は広域化で大きくなろうとしていて、電力は発電と送電、売電で分離しようとしてい

る。その中でサービスをどのように構築するかが私の課題である。 

 

渡辺勝久さん  伊藤さんは経営や計画支援に力を入れたいということだが、水道事業体の資

産の管理能力が適正に評価されていないと経営や料金算定の支援をするときにリスクが発生す

る。そのなかでコンセッションを行うのは勇気がいると思う。委託期間中に水道管が破裂して

給水停止期間が長ければ、収益も変わってくる。そのリスクを官民でどう負担するのかが見え

にくい。そこはどう考えているのか。 

 

伊藤克美さん  施設の老朽度や更新の可能性は、耐用年数が指標となる。しかし水道事業体

から与えられた書面だけでなく、現場から上がってくる生の運転情報の活用によるコストを下

げた運転管理は我われに期待されていることであり、結果的にリスクの回避も可能となる。 

 

相澤英彦さん  スマートメータの開発で電力では実用化レベルになっているようだが、水道

のスマートメータの開発状況を教えてほしい。 

 

根岸弘行さん  横須賀市の協力で平成２９年４月を目標に開発を進めている。水道で難しい

のはメーターが地面にあり電源がないこと。メーター個々に電源を設置しなければならない。 



そこで横須賀市に協力してもらい地面のメーターに発信機を取り付け、電波を飛ばしてデータ

を取る実験を進めている。 

 

有村源介さん  “民営化”と“住民との対話の部分を民間に明け渡してしまった。”という

キーワードで意見が出ているが、民間委託は１９７５年に千葉県で非常に激しい労働争議があ

って料金徴収と検針業務が滞ったために、民間にお願いしたことからスタートしている。事業

体が自ら捨て去った訳だから“民間に明け渡してしまった。”という言い方には抵抗がある。

それと民間委託すると徴収率が５％くらい上がる。それだけ民間は厳しい。それと責任収納率

について、民間委託では目標に達しなかった場合に契約上の罰則規定がある。事業体と民間で

は厳しさに違いがあることにもっと注目しなければいけない。 

また全国的に料金値下げをおこなう事業体も多い。水道事業体は人がいない、技術もない、財

源もないなかで業務委託までしてしまって、みずからが空洞化の方向を選択していると理解し

ている 

 

大嶋雄生さん   民と官のリスク分担に関する質問。責任関係は仕様書で明確にすると思う

が、荒尾市の場合どのような形でリスクを負担しているのか。 

 

伊藤克美さん   リスク分担は水道事業体から出される要求水準書に明記されているが、細

かな内容はこの場では割愛したい。 

 

白澤洋さん    水道が行政サービスの一環としてあるべきと考えているが、民間委託業者

の経営状況はどうか。利益は出ているか。利益が出ているとすれば、水道事業体が民間に発注

するメリットはどこにあるのか疑問。水道事業の経営は民間のほうが適していると言えるので

はないか。 

 

根岸弘行さん   現在は利益が出ているが、今後は厳しい。業務内容が変わらずに給水人口

の減少で委託料が減ると、業務のレベルを下げて安値受注する企業が勝ち残る構図ができるの

ではないか。事業体によっては安いところでいいと言うところもある。民間をビジネスパート

ナーと位置づけてくれる事業体に付加価値の高い提案をして業務を改善していけば、事業とし

て継続できると思う。 

 

竹谷佳乃さん  伊藤さんから民間委託を受ける際に水道事業体から要求水準書の提出を求め

られているという話があったが、我われも指定管理者制度ではプロポーザル型、技術提案型が

求められる。契約は５年間だがこの委託金額の中でどんなサービスをするのか、どんな修繕を

するのかを提案する。委託条件には当初の試算より売り上げが多かった場合には３０％を返還



するとか、修繕費用を使わなかった場合には返還するという条項がある。水道の民間委託にそ

ういう条項はあるか。また水道事業体から民間委託を受ける一番のメリットを教えてほしい。 

 

伊藤克美さん   年間修繕費は要求水準書や特記仕様書で決められているので、施設の状態

を見定めてその費用の中でできる修繕をおこなっているのが現状である。残った費用を返すか

どうかは要項に定められている通りにするが、返すというよりは予算の中でできるだけ施設更

新や修繕を提案するというやり方になる。また民間委託のなかには運転管理だけいわゆる手足

委託だけのケースも多いが、これだと事業体職員の代わりを入れるだけになる。一方、包括委

託であれば設備全体を対象とするので、その中から修繕費を削減したり工事費を削減したりと

いう提案ができる。これが事業体も民間もウインウインの関係になれるメリットだと考えてい

る。 

 

 

閉会のあいさつ  橋本潔副会長 

 

司会   岡崎弘事務局長 

 

参加受付・集計  森田和さん 

会計       戸田千賀さん 

諸準備      片貝豪さん 

 

作成   東北みずの会 事務局 

 

 

 


